
再 エ ネ ・ 水 素
授 業 支 援 事 業

対象地域の学校へ再エネ・水素の授業を実施するための支援

避難解除区域等１２市町村
（※１）内の学校が再エネ・
水素の理解促進に関する授業
を実施する場合

■ 申請・問い合わせ窓口 ■

＜事務受託＞（一社）福島県再生可能エネルギー推進センター

〒960-8043 福島県福島市中町5-21福島県消防会館３階
MAIL：kyogikai_contact@f-reenergy.org / TEL：024-597-7501 / FAX：024-526-0072

補 助 額・助成対象経費（※２）

本補助金は、避難解除区域等の学校において、児童・生徒の再生可能エネルギー及び水素の理解促進
を目的とする授業を実施する学校に対して支援を行うものです。

※１ 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※２ 対象外経費は以下のとおり。

①実積の確認が困難な経費や授業終了後の継続使用が可能な汎用性の高い物品及び収益が生じる経費は対象外。
（例：カメラ・プリンター、手数料、保険金）
②学校の直接人件費

申請書類・実施要領は、当協議会のホームページ
よりダウンロードできます

福島県再生可能エネルギー復興推進協議会
https://f-reenergy-fukkosuishin-kyogikai.org/

１校当たり上限３０万円
理解促進を目的とする授業に必要となる経費（※２）

①報 償 費 ： 講師等への謝金
②旅 費 ： 先進事例等の調査に係る旅費、

講師、随行員等の旅費
③需 用 費 ： 印刷製本費、消耗品費等
④役 務 費 ： 通信運搬費
⑤委 託 費 ： 再エネ教室開催の委託
⑥使用料及び賃借料 ： バス借り上げ料
⑦その他経費 ： 施設見学料

1校当たり

最 大 で 30 万
円

申 請 期 限

令和７年１２月２６日（金）
※先着順に審査を実施し、予算額に達した場合には期間内であっても募集を締め切ります。

検索

助成します
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